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1．はじめに

　本報告は 2020 年度以降に順次実施される新
学習指導要領の下での学習評価の在り方につい
て基本的な考え方や具体的な改善の方向性をま
とめたものである。

2．学習評価についての基本的な考え方

　「カリキュラム・マネジメント」「主体的・対
話的で深い学びの視点からの授業改善」と「学
習評価」

〇「学習指導」と「学習評価」は学校の教育活
動の根幹であり，教育課程に基づいて組織的か
つ計画的に教育活動の質の向上を図るカリキュ
ラム・マネジメントの中核的な役割を担ってい
る。
〇特に指導と評価の一体化の観点からは，新学
習指導要領で重視している「主体的・対話的で
深い学び」の視点からの授業改善を通して各教
科等における資質・能力を確実に育成する上で，
学習評価は重要な役割を担っている。
学習評価について指摘されている課題と基本的

児童生徒の学習評価の在り方について（報告）
―概　　要―

文部科学省初等中等教育局教育課程課
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５．次世代につなげる連携教育
　企業は，常にお客様は何を求めているかを考
えて，より良いものを作り続ける使命がある。
　我々学園のお客様は配属職場であり，その職
場ニーズを受けて訓練の質向上に努めている。
　その企業で工業高校生が活躍出来る為に，工
業高校と企業が今まで以上にもっと連携を深め
て考える必要がある。
　就職先が決まる 9月をピークに，工業高校生
のモチベーションがどんどん下がると言う話を
よく耳にする。これは，本人にとっても企業に
とっても大きなマイナスである。
　その時期以降で，それぞれの企業が求めてい
る人物像に対し，少しでも準備出来る事は無い
かを両者で検討し，卒業までの数か月間の一部
を課外活動と位置付け，工業高校生が不安無く
期待と自信を持って，4月に入社出来る体制を
構築出来ないだろうか？
　高校教育と言う長い歴史の中で，改革する事
は並大抵では無いが，日本の未来のものづくり
を支える工業高校生の更なる成長を目指す上
で，工業高校改革は必要不可欠と考える。
　また，工業高校生を受け入れる企業側も同じ
目線で改革をしていかなければならない。
　その一歩として，先ずは両者が実施出来そう
な取組から踏み出す事が大切で，以下に私が考
える一例を提示する。
①　インターンシップ（中小企業に有効）
※実際に働く企業での職場体験を通して，
必要な基本スキルの理解と習得。
　企業側は，適材職場の見極め。
②　英会話力の向上（大企業に有効）
※今後も企業の海外進出が加速される中，
将来の海外赴任に備えての苦手意識克服。

③　企業側発信の課題提供（例：課題図書）
　※企業人に必要な，集中力・発想力・語彙力

を養う為に，本を読む習慣を身に付ける。
　私は常日頃，「仕事の成果は，8割は準備で決
まる」と指導員，学園生に言い続けている。
　見方は違うが，工業高校生にとって，この期
間が企業人になる為の大切な「準備」である。
その大切な「準備」の時間を，次世代につなげ
る工業教育にする為には，工業高校と企業の連
携が重要課題であり，この高い壁を乗り越える
努力を両者がしていく事で，将来の日本のもの
づくりを支える一助になると考える。
６．終わりに
　私がこの学園を修了し，早や 40 年が過ぎる。
学園での厳しい 1年間の訓練を乗り越えたから
こそ，仕事での壁も乗り越えられた。
　この間，たくさんの方々との出会いがあって
仕事の幅も広がった。同時に仕事のやりがいを
感じ，楽しさへと繋がった。恵まれた環境の中
で，2014 年に現代の名工，2016 年には黄綬褒章
を受章した。感謝の気持で一杯である。

　2012 年，高校生新聞の工業高校特集号で，
私が紹介された。タイトルは，「工業高校出身
者が日本の自動車産業を支える」だった。
　全国の工業高校で講演をさせて頂く中で，こ
の新聞を見せて，「高卒でも努力すれば十分勝
負出来る」と言う話を熱く語っている。
　私は，工業高校出身に誇りを持っている。
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な方向性
○学習評価については，次のような課題が指摘
されている。
・学期末や学年末の事後的な評価に終始してし
まうことが多く，学習評価の結果が児童生徒の
学習改善につながっていかない。
・現行の「関心・意欲・態度」の観点について，
挙手の回数や毎時間ノートをとっているかな
ど，性格や行動面の傾向が一時的に表出された
場面を捉える評価であるような誤解が払拭し切
れていない。
・教師によって評価の方針が異なり，学習改善
につなげにくい。
○このような課題並びに教師の働き方改革等の
状況を踏まえ，以下を基本に学習評価の改善に
ついて検討を行った。
①児童生徒の学習改善につながるものとするこ
と。
②教師の指導改善につながるものとすること。
③これまで慣行として行われてきたことでも，
必要性・妥当性が認められないものは見直して
いくこと。

3．�学習評価の基本的な枠組みと改善の方
向性

観点別学習状況評価（以下「観点別評価」）の
改善について
〇今回の学習指導要領改訂では各教科等の目標
や内容を「知識及び技能」，「思考力，判断力，
表現力等」，「学びに向かう力・人間性等」の資
質・能力の三つの柱で再整理したことを踏まえ，
観点別評価についても，これらの資質・能力に
関わる「知識・技能」，「思考・判断・表現」，「主
体的に学習に取り組む態度」の三観点について，
学習指導要領に示す目標に準拠した評価として
三段階（ABC）により実施する。
「知識・技能」の評価について
〇「知識・技能」の評価は，各教科等における
学習の過程を通した個別の知識及び技能の習得
状況について評価を行うとともに，それらを既
有の知識及び技能と関連付けたり活用したりす
る中で，概念等として理解したり，技能を習得
したりしているかについて評価する。このよう
な考え方は，現行の「知識・理解」，「技能」の
観点別評価においても重視してきたところ。
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知識や技能を用いる場面を設けるなど，多様な
方法を各教科等の特質に応じて適切に取り入れ
る。
「思考・判断・表現」の評価について
〇「思考・判断・表現」の評価は，各教科等の
知識及び技能を活用して課題を解決する等のた
めに必要な思考力，判断力，表現力等を身に付
けているかどうかを評価する。このような考え
方は，現行の「思考・判断・表現」の観点別評
価においても重視してきたところ。
〇ペーパーテストのみならず，論述やレポート，
発表，グループでの話合い，作品の制作や表現
等の多様な活動を取り入れたり，それらを集め
たポートフォリオを活用したりするなど，各教
科等の特質に応じて評価方法を工夫する。
「主体的に学習に取り組む態度」の評価につい
て
○「学びに向かう力，人間性等」には，①「主
体的に学習に取り組む態度」として観点別評価
を通じて見取ることができる部分と，②観点別
評価や評定にはなじまず個人内評価を通じて見
取る部分があることに留意が必要。
○「学びに向かう力，人間性等」の涵

かん

養
よう

を図る
ことは，生涯にわたり学習する基盤を形成する
上で極めて重要である。したがって「主体的に
学習に取り組む態度」の評価とそれに基づく学
習や指導の改善を考える際にも生涯にわたり学
習する基盤を培う視点をもつことが重要である。
○このことを踏まえ，「主体的に学習に取り組

〇事実的な知識の習得
を問う問題と，知識の
概念的な理解を問う問
題とのバランスに配慮
したペーパーテストの
工夫改善，児童生徒の
文章による説明や，観
察・実験，式やグラフ
での表現など，実際に

む態度」の評価に際しては，単に継続的な行動
や積極的な発言等を行うなど，性格や行動面の
傾向を評価するということではなく，知識及び
技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等
を身に付けたりするために，自らの学習状況を
把握し，学習の進め方について試行錯誤するな
ど自らの学習を調整しながら，学ぼうとしてい
るかどうかという意思的な側面を評価すること
が重要である。現行の「関心・意欲・態度」の
評価も，各教科等の学習内容に関心をもつこと
のみならず，よりよく学ぼうとする意欲をもっ
て学習に取り組む態度を評価することを本来の
趣旨としており，この点を改めて強調するもの
である。
〇本観点に基づく評価としては，「主体的に学
習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観
点の趣旨に照らして，① 知識及び技能を獲得
したり，思考力，判断力，表現力等を身に付け
たりすることに向けた粘り強い取組を行おうと
している側面，② ①の粘り強い取組の中で，
自らの学習を調整しようとする側面，という二
つの側面を評価することが求められる。実際の
評価の場面においては，双方の側面を一体的に
見取ることも想定される。
○ここでの評価は，その学習の調整が「適切に
行われるか」を必ずしも判断するものではなく，
学習の調整が知識及び技能の習得などに結び付
いていない場合には，教師が学習の進め方を適
切に指導することが求められる。
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〇具体的な評価方法としては，ノートやレポー
ト等における記述，授業中の発言，教師による
行動観察や，児童生徒による自己評価・相互評
価の状況の考慮など，各教科等の特質に応じた
多様な方法を工夫する。
○発達の段階に照らした場合には，小学校低・
中学年において児童自ら学習を調整する姿を見
取ることが困難な場合もあり得るので，国にお
いては，児童の学習状況を適切に把握するため
の学習評価の取組例を示すことが求められる。
評価の方針等の児童生徒との共有について
○学習評価の方針等を児童生徒と共有すること
は，児童生徒に自らの学習の見通しをもたせ自
己の学習の調整を図るきっかけとなることも期
待され，また，児童生徒に評価の結果をフィー
ドバックする際にも，どのような方針によって
評価したのかを改めて共有することも重要であ
る。
教科等横断的な視点で育成を目指すこととされ
た資質・能力の評価について
○言語能力，情報活用能力や問題発見・解決能
力など教科等横断的な視点で育成を目指すこと
とされた資質・能力は，各教科等における「知
識・技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学
習に取り組む態度」の評価に反映することとし，
各教科等の学習の文脈の中で，これらの資質・
能力が横断的に育成・発揮されることを目指す
ことが適当である。
評価を行う場面や頻度について
○「記録」としての評価については，毎回の授
業で全ての観点を評価するのではなく，原則と
して単元や題材等のまとまりごとに，それぞれ
の実現状況が把握できる段階で評価を行うこと
とするが，学習指導要領に定められた各教科等
の目標や内容の特質に照らしては，複数の単元
や題材にわたって長期的な視点で評価すること
を可能とすることも考えられる。
障害のある児童生徒など特別な配慮を必要とす

る児童生徒に関わる学習評価について
○児童生徒一人一人の学習状況を適切に把握す
ることは，新学習指導要領が目指す資質・能力
を育成する観点からも重要であり，障害のある
児童生徒や日本語の習得に困難のある児童生
徒，不登校の児童生徒など特別な配慮を必要と
する児童生徒に対する指導についても，個々の
児童生徒の状況に応じた評価方法の工夫改善を
通じて，各教科等の目標や内容に応じた学習状
況を適切に把握し，指導や学習の改善に生かし
ていくことを基本に，それぞれの実態に応じた
対応が求められる。
〇障害のある児童生徒に係る学習評価について
は，一人一人の児童生徒の障害の状態等に応じ
た指導と配慮及び評価を適切に行うことを前提
にしつつ，以下の観点から改善することが必要
である。
・知的障害者である児童生徒に対する教育を行
う特別支援学校の各教科についても文章記述と
いう考え方を維持しつつ，観点別の学習状況を
踏まえた評価を取り入れる。 

・個別の指導計画に基づく評価等と指導要録と
の関係を整理することにより可能な場合には，
指導に関する記録の大幅な簡素化を行う。 

指導要録の改善について
〇高等学校における観点別評価を更に充実する
観点から，国が示す指導要録の参考様式に観点
別評価の記載欄を設ける。
〇教師の勤務実態を踏まえ，指導要録の「指導
に関する記録」を大幅に簡素化し，教師による
学習評価の結果を受けた指導の改善や児童生徒
の学習の改善につなげることに重点を置く。
・「総合所見及び指導上参考となる諸事項」な
ど文章記述欄は，要点を箇条書きとするなど必
要最小限にとどめる。
・各学校の設置者が様式を定める指導要録の「指
導に関する記録」に記載する事項の全てを満た
す通知表を各学校が定める場合には，指導要録



11

と通知表の様式を共通のものとすることができ
ることを明示する。
・学習評価や成績処理に係る事務作業の負担軽
減に向けて，統合型校務支援システム等の ICT

環境を整備し，校務の情報化を推進する。
観点別学習状況の評価と評定の取扱いについて
〇「観点別学習状況評価」と「評定」とは指導
と評価の一体化の観点からは，それぞれ次のよ
うな役割が期待されている。
・各教科等の学習状況を分析的に捉える「観点
別学習状況評価」は，児童生徒がそれぞれの教
科での学習において，どの観点で望ましい学習
状況が認められ，どの観点に課題が認められる
かを明らかにすることにより，具体的な指導や
学習の改善に生かすことを可能とするものであ
る。
・各教科等の観点別学習状況評価を総括的に捉
える「評定」は，児童生徒がどの教科の学習に
望ましい学習状況が認められ，どの教科の学習
に課題が認められるのかを明らかにすることに
より，教育課程全体を見渡した学習状況を把握
し指導や学習の改善に生かすことを可能とする
ものである。
〇このような評定と観点別学習状況の評価の役
割を生かした指導の改善が図られるよう，指導
要録の様式の改善や学習評価の趣旨の周知等を
行う。
学習評価の高等学校入学者選抜・大学入学者選
抜での利用について
〇高等学校入学者選抜については，新学習指導
要領の趣旨を踏まえた質的改善を図るため，入
学者選抜の方針や選抜方法の組合せ，調査書の
利用方法（学力検査の成績との比重や学年ごと
の学習評価の重み付け等の検討）等について見
直しを図ることが必要。
〇大学入学者選抜については，各大学のアドミ
ッション・ポリシーに基づいて，多面的・多角
的な評価が行われるよう調査書を適切に活用す

ることが必要。その際，指導要録の簡素化の議
論を踏まえ，指導要録を基に作成される調査書
についても，大学入学者選抜で必要となる情報
を整理した上での検討が必要。
外部試験や検定等の学習評価への利用について
○全国学力・学習状況調査や高校生のための学
びの基礎診断の認定を受けた試験などの外部試
験を児童生徒の学習状況を把握するために用い
ることは，教師が行う評価を補完したり，必要
に応じて修正したりしていく上で重要である。
その際，各種の外部試験については，学習指導
要領とは必ずしも目標や評価の視点が同じでは
なかったり，学習指導要領に示す各教科の内容
を網羅的に問うものではなかったりすることも
あることから，それらを考慮する際には，両者
の相違を十分に踏まえることが必要である。

4．�学習評価の円滑な改善に向けた条件整
備

〇各学校における学習評価の妥当性・信頼性を
高める観点から，
①国立教育政策研究所における参考資料の作成，
②教育委員会における教員研修の実施や各種参
考資料の作成，
③各学校における学習評価の改善に向けた組織
的かつ計画的な取組の充実，
④教員養成課程における学習評価に関する指導
の充実，などに努めることが必要。
〇また，学習評価の趣旨や目的について，教職
員や保護者等の学校関係者はもとより広く社会
一般に周知を行っていくことも重要。
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〇具体的な評価方法としては，ノートやレポー
ト等における記述，授業中の発言，教師による
行動観察や，児童生徒による自己評価・相互評
価の状況の考慮など，各教科等の特質に応じた
多様な方法を工夫する。
○発達の段階に照らした場合には，小学校低・
中学年において児童自ら学習を調整する姿を見
取ることが困難な場合もあり得るので，国にお
いては，児童の学習状況を適切に把握するため
の学習評価の取組例を示すことが求められる。
評価の方針等の児童生徒との共有について
○学習評価の方針等を児童生徒と共有すること
は，児童生徒に自らの学習の見通しをもたせ自
己の学習の調整を図るきっかけとなることも期
待され，また，児童生徒に評価の結果をフィー
ドバックする際にも，どのような方針によって
評価したのかを改めて共有することも重要であ
る。
教科等横断的な視点で育成を目指すこととされ
た資質・能力の評価について
○言語能力，情報活用能力や問題発見・解決能
力など教科等横断的な視点で育成を目指すこと
とされた資質・能力は，各教科等における「知
識・技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学
習に取り組む態度」の評価に反映することとし，
各教科等の学習の文脈の中で，これらの資質・
能力が横断的に育成・発揮されることを目指す
ことが適当である。
評価を行う場面や頻度について
○「記録」としての評価については，毎回の授
業で全ての観点を評価するのではなく，原則と
して単元や題材等のまとまりごとに，それぞれ
の実現状況が把握できる段階で評価を行うこと
とするが，学習指導要領に定められた各教科等
の目標や内容の特質に照らしては，複数の単元
や題材にわたって長期的な視点で評価すること
を可能とすることも考えられる。
障害のある児童生徒など特別な配慮を必要とす

る児童生徒に関わる学習評価について
○児童生徒一人一人の学習状況を適切に把握す
ることは，新学習指導要領が目指す資質・能力
を育成する観点からも重要であり，障害のある
児童生徒や日本語の習得に困難のある児童生
徒，不登校の児童生徒など特別な配慮を必要と
する児童生徒に対する指導についても，個々の
児童生徒の状況に応じた評価方法の工夫改善を
通じて，各教科等の目標や内容に応じた学習状
況を適切に把握し，指導や学習の改善に生かし
ていくことを基本に，それぞれの実態に応じた
対応が求められる。
〇障害のある児童生徒に係る学習評価について
は，一人一人の児童生徒の障害の状態等に応じ
た指導と配慮及び評価を適切に行うことを前提
にしつつ，以下の観点から改善することが必要
である。
・知的障害者である児童生徒に対する教育を行
う特別支援学校の各教科についても文章記述と
いう考え方を維持しつつ，観点別の学習状況を
踏まえた評価を取り入れる。 

・個別の指導計画に基づく評価等と指導要録と
の関係を整理することにより可能な場合には，
指導に関する記録の大幅な簡素化を行う。 

指導要録の改善について
〇高等学校における観点別評価を更に充実する
観点から，国が示す指導要録の参考様式に観点
別評価の記載欄を設ける。
〇教師の勤務実態を踏まえ，指導要録の「指導
に関する記録」を大幅に簡素化し，教師による
学習評価の結果を受けた指導の改善や児童生徒
の学習の改善につなげることに重点を置く。
・「総合所見及び指導上参考となる諸事項」な
ど文章記述欄は，要点を箇条書きとするなど必
要最小限にとどめる。
・各学校の設置者が様式を定める指導要録の「指
導に関する記録」に記載する事項の全てを満た
す通知表を各学校が定める場合には，指導要録
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